
令和６年10月４日、10月９日
改正石綿則説明会を開催しました。
建築物や工作物の解体等を行う事業場を対象に、石綿則の改正に
ついて説明会を開催しました。当説明会において、新たに電子シス
テムを活用した事前調査結果の報告方法及び事前調査を実施する者
の要件の追加といった、法令の改正等について説明しました。

説明会配布資料（抜粋）

説明会の様子


